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新北博 第 156 号 
  令和  3 年 10 月 18 日 

 
 

 北 区 自 治 協 議 会 
     会長  神 田  征 男  様 
 
 
                  新潟市長   中  原  八  一 
                    （担当：北区地域総務課） 
 
 

新潟市北区郷土博物館 分館「横井の丘ふるさと資料館」 
の廃止について（意見聴取） 

 
 
 新潟市区自治協議会条例（平成 18 年条例第 74 号）第 7 条第 1 項第 2 号の 
規定により、下記事項について、貴自治協議会に意見を求めます。 
 

記 
 
１ 新潟市北区郷土博物館 分館「横井の丘ふるさと資料館」の廃止について 
 
 

※資料：「横井の丘ふるさと資料館の廃止について」 
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１ 施設の概要  
 開     館：平成 16 年 4 月 13 日（旧横井小学校特別教室） 
 構造・敷地面積：木造 2 階建て 231.86 ㎡ 
 所 在 地：新潟市北区横井 257-1 
 一般公開中止：平成 29 年 5 月 1 日 
 
 
２ 廃止する理由 

本資料館は、昭和 34 年に建設され、旧耐震基準の建物で老朽化が進み、

地震や台風などによる破損や倒壊の恐れがあり、平成 27 年に耐震診断を実

施しました。その結果、地震等の際には、倒壊する可能性の高い危険な建物

であることから、平成 29 年 5 月 1 日から一般公開を中止しました。 
また、令和 3 年 4 月に策定された「木崎地域実行計画」においては、横井

の丘ふるさと資料館について「耐震性能が不足している」ことなどから解体

として示されました。 
このため、令和 4 年 3 月 31 日をもって廃止し、安全性確保のため解体す

るものです。 
 
 
３ 条例の一部改正の手続き 

令和 4 年 3 月 31 日をもって廃止するため、「新潟市北区郷土博物館条例」

の分館・横井の丘ふるさと資料館の名称と位置（住所）、休館日の項目を削除

します。 
 
 
４ 廃止に関するスケジュール等について 
  今後、収蔵資料の搬出や実際の解体に際しては、隣接する保育園利用者や

地元自治会・コミュニティ協議会などへ説明を実施する予定です。 
 
 ※なお、現在解体後の跡地利用に関しては未定です。 

■建物図面 

■建物写真 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

南側 
北側 

東側 西側 

北区自治協議会   
北区地域総務課 北区郷土博物館 

横井の丘ふるさと資料館の廃止について 


